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■ 南部町農地賃借料等情報 ■ 

農地法が改正(平成 21年 12月 25日施行)され標準小作料制度が廃止されました。 

農地の賃借料につきましては、参考として、地域の情報を提供することになりました。 

平成 24年 1月から平成 24年 12月までに締結(公告)された賃貸借における賃借料水準(10ａ当たり)は以下の

とおりとなっております。 

この情報は、前年の南部町賃借料情報をまとめたものです。具体的な賃借料は農地の状況により貸し手、借

り手の双方で話し合って決めて下さい。 

農地の区分 平均額 最高額 最低額 データ数 備  考 

田 

の 

部 

西伯地区 6,415 円 9,000 円 2,000 円 56 全データ 97 件の内 41 件は 無償の貸借 

会見地区 5,591 円 9,000 円 3,000 円 22 全データ 51 件の内 29 件は 無償の貸借 

南部町全体 6,182 円 9,000 円 2,000 円 78 全データ 148 件の内 70 件は無償の貸借 

畑 

の 

部 

西伯地区 2,833 円 3,000 円 2,500 円 3 全ﾃデータ 6 件の内 3 件は   無償の貸借 

会見地区 8,400 円 10,000 円 2,000 円 5 全データ 11 件の内 6 件は  無償の貸借 

南部町全体 6,313 円 10,000 円 2,000 円 8 全データ 17 件の内 9 件は  無償の貸借 

1. データ数は、集計に用いた筆数です。物納はこのデータには含まれません。 

2. 金額は、算出結果を四捨五入し円単位としています。 

3. 平均額は、各区分の平均値(四捨五入前)をデータ数により加重平均した値です。 

4. 田・畑の区分は現況地目によります。 

■ 介護をされている「家族のつどい」開催のお知らせ ■ 

認知症の方の介護をしている家族のつどいを開催します。 

介護についての日頃の思いを話し合い、仲間づくりやリフレッシュをする会です。 

毎月「認知症の人と家族の会」より相談員が来られ、認知症について勉強したり介護についての相談・ア

ドバイスを受けることができます。 

＊参加申し込みは不要ですので、お気軽にご参加ください。 

【日時】4月 19日（毎月第 3金曜日）午前 10時～12時、【場所】健康管理センターすこやか 

【参加費】100円（茶菓代）、【問い合わせ先】健康福祉課（すこやか）TEL ６６－５５２４ 

■ ゆうちょ銀行でも納付できるようになります！ ■ 

 4月から税金などの納付がゆうちょ銀行(郵便局)でもできるようになります。町内 5ヶ所の郵便局はもち

ろんですが、中国 5県内のゆうちょ銀行で納付ができます。 

 今までに発行させていただいた納付書では、納付書の右肩に公のマークが入っているものしか使えませ

んのでご注意ください。詳しくは納付書に記載してある担当課にお尋ねください。 

■ 金融機関での納付にご協力をお願いします！ ■ 

新年度から、取扱金融機関の拡大にともない、役場での税金や使用料などの取り扱いを、最小限に縮小

させていただきたいと思います。住民票、戸籍など証明書発行手数料などは今までどおり窓口で取り扱わ

せていただきますが、税金や使用料などはできるだけ金融機関やコンビニ(注)で納付いただきますようご

協力をお願いいたします。(注)コンビニ納付は税金(軽自動車税・町県民税・固定資産税・国保税)だけの

取り扱いです。詳しくは納付書に記載してある担当課におたずねください。 

■ 貸付農園の空き区画の借受者を募集します ■ 

南部町では、町民の方が野菜・花などを栽培することにより自然にふれあい、農業に対する理解を深

めることなどを目的として、貸付農園を設置しています。空き区画を下記の要領で募集をします。 

【農 園 の 位 置】南部町福成地内、【募 集 区 画】次の 2区画 〔区画①〕90㎡ 〔区画②〕35㎡ 

【利 用 料】〔区画①〕年間 3,600円 〔区画②〕年間 1,400円 

【利用契約期間】2年間、【利用者の決定】先着順に利用者を決定致します。 

【利用上の注意】・永年性の作物を栽培することはできません。 

・営利を目的として作物を栽培することはできません。 

【お申し込み方法】南部町役場（天萬庁舎）産業課に設置の農園借受申込書にてお申し込み下さい。 

【そ の 他】空き区画については、随時募集を行っております。貸付農園の場所、利用などの詳細 

につきましては、下記までお問い合わせください。 

【お問い合わせ先】産業課（天萬庁舎） TEL ６４－３７８３ 

■ 火の取扱いに十分注意しましょう！ ■ 

これから暖かくなり、空気が乾燥し、火災が発生しやすい時季を迎えます。 

一人ひとりが火の取扱いには十分注意し、火災の予防に努めましょう。 

■ ため池改修等の意向調査(農村地域防災減殺事業検討資料)のお知らせ ■ 

南部町では「農村地域防災減災事業」(国補助事業)への取り組みを検討していますが、ため池台帳に記載されていな

い、または管理代表者が確認できていないため池があります。 

ため池台帳に管理代代表者の記載のあるものは、その代表者宛に意向調査の文書をすでに送付させていただいており

ますが、文書が届かない方で管理しているため池がある場合には、お手数ですが下記連絡先にご一報ください。 

【名 称】農村地域防災減殺事業(防災関係の新規事業です) 

【負担率】国 55％、県 29％、町 14％、受益者負担 2％(予定) 

【事業内容】ため池の全面改修、一部改修(堤体、余水吐、斜桶、底桶等)の実施。ため池の廃止(堤体の開削等) 

      ※ゴムシートの張替、亀裂の補修等の修繕工事は該当しません。 

【その他】事業用実施には採択要件に合致する必要があります。合致しない場合には事業実施できないことを、あらか

じめご了承ください。 

【連絡先】〒683-0351南部町法勝寺 377-1、建設課 担当：米原 TEL ６６－３１１５ 

 ■ ふれあいバス(黄色)のバス停留所変更のお知らせ ■ 

バス運行経路の変更に伴い、「原工業団地入口」停留所の設置場所が、「南部ニュータウン」の位置に移動

になります。 

(「南部ニュータウン」のバス停を、「南部ニュータウン」及び「原工業団地入口」兼用の停留所とする) 

【変更開始日】 平成 25年 4月 1日(月)～、【時 刻 表】 変更なし    

【問い合わせ先】企画政策課情報政策室 担当：亀尾  TEL ６６－３１１３ 

 



 ■ 農薬の適正使用について ～使った後片付けまで適正に行いましょう～ ■ 

平成 25 年 2 月 25 日、町内の河川で農薬が流出し、白濁するという事案が発生しました。農薬の水質汚濁

は、周辺環境に多大な影響を与える行為であるとともに、農薬取締法により、農薬使用者は、周囲に被害を

与えない様、農薬の使用、管理を適切に行う必要があります。ついては、今後このようなことが発生しない

よう、農薬の使用方法、管理方法をよく確かめ適正に使用しましょう。 

1. 農薬の使用基準を厳守しましょう。 

 農薬を使用する際には、ラベル等で対象農産物への使用時期や使用方法、最新の登録内容を必ず確認

のうえ、記載内容を厳守して使用しましょう。 

2. 周辺環境へ配慮しましょう。 

農薬を使用する際、河川等に農薬が流入しないよう十分注意しましょう。また、作業終了後、使用後残

った農薬や器具を洗浄した洗浄水は河川等に流したり、誤って入入したりしないように、十分注意しま

しょう。 

3. 不要となった農薬、容器等の適正な処分。 

有効期限が過ぎていたりして不要になった農薬を処分される際は、購入された販売店に相談するか, 

法律を守って、廃棄物として適正に処分しましょう。 

【問い合わせ先】産業課（天萬庁舎）  TEL ６４－３７８３ 

■ さくらまつりを着物で歩こう ■ 

着物でさくらまつり、法勝寺一式飾りを楽しみませんか？ 

4月 14日（日）に南部町公民館さいはく分館着物着付け教室のみなさんが、無料で着物の着付けを行います。

着付けをご希望の方は、下記によりお申し込みください。 

なお、申し込み多数の場合は先着順とさせていただきますのでご了承ください。 

【日時】平成 24年 4月 14日（日） 9:30～10:30、【場所】南部町公民館 さいはく分館 

【ご持参いただくもの】着物道具一式（着物、帯、長襦袢、肌着、腰紐 4本など） 

【申込締切】平成 25年 4月 5日（金）、【料金】無料、【定員】5名程度 

【申込・問い合わせ先】電話でお申し込みください。南部町公民館（TEL ６４－３７８２） 

■ さくらまつりで一緒におどりませんか？まいちょこ踊り隊！ ■ 

さくらまつりで、「南部まいちょこ音頭」の練り歩きに参加していただける方を募集しています。一緒にさ

くらまつりを盛り上げてませんか？。なお、事前に打ち合わせ会を行いますので、個人または団体の代表者の

方はご参加いただきますようお願いします。 

【さくらまつり 南部まいちょこ音頭練り歩き】 

・日時 平成 25年 4月 14日(日)12：00～13：00 

・場所 まごころ市～法勝寺宿～本紹寺(折り返し)～公民館さいはく分館 

【事前打合せ会】 

・日時 平成 25年 4月 5日(金)19：30～、場所 南部町公民館さいはく分館(法勝寺 341) 

・申込締切  平成 25年 4月○日(△)、問い合わせ先 南部町公民館 TEL ６４－３７８２ 

<申込書> 

参加者名  

(又は代表者名) 

 

 
【団体名】 

住 所 南部町 連絡先 ☎ 

参加人数                  人 

 

■ 春の全国交通安全運動が始まります！！ ■ 

平成 25年 4月 6日(土)から 4月 15日(月)まで、全国一斉に『春の交通安全運動』が行われます。 

運転者の皆さんは子どもや高齢者に対して、思いやり運転を心がけていただきますようお願いします。 

【運動の重点】 

 1)子どもと高齢者の交通事故防止、 2) 自転車の安全利用の推進 

 3)全ての座席のシートベルトとチャイルドシートの正しい着用の徹底、4) 飲酒運転の根絶 

【問い合わせ先】企画政策課情報政策室 担当：亀尾 TEL ６６－３１１３ 

■  ■ 平成 25 年度 梨柿チャレンジ講座のお知らせ ■ 

南部町産業課では、新規に梨、柿の栽培をしたいと考えている皆さんや、梨、柿栽培関して学びたいと思っておら

れる皆さんを対象に、実際の果樹園で実技を通して学ぶ梨柿チャレンジ講座を開講します。 

退職後に梨、柿づくりをしてみたい方や、兼業で柿づくりをしたい方、果樹栽培で新規就農したい方はぜひご受講

ください。 

【対象者】 町内に居住または居住予定の方で、農地を持っておられるか、将来梨、柿栽培に取り組みたいと考え

ておられる方で、おおむね２０歳以上の方 

【申込み方法】 梨柿チャレンジ講座申込書をご記入のうえ、提出またはＦＡＸして下さい 

【申込み先】産業課（天萬庁舎）TEL ６４－３７８３、FAX ６４－２１８３ 

【申込み締切】 ４月１１日（木） 

【受講料】 受講料は無料です。ただし、作業に必要な道具（剪定ばさみ等）は各受講者で準備していただきます。 

【開講式】 ４月下旬 お申し込みいただいた方には別途ハガキ等で開講日程を通知します。 

【年間講座スケジュール】 

ＮＯ 日時 部門 内      容 場  所 

第 1回 ４月 梨・柿 開講式 

基本講座  梨柿で新規就農、生産者になるには 

梨柿の経営について 

天万庁舎 

第 2回 ５月 柿 実践講座  柿の摘蕾 現地 

第 3回 ５月 梨 実践講座  梨の摘果 現地 

第 4回 ６月 柿 実践講座  柿の摘果 現地 

第 5回 ７月 梨 実践講座  梨の夏枝管理 現地 

第 6回 ９月 梨 実践講座  梨の収穫 現地 

第 7回 １１月 柿 実践講座  柿の収穫 現地 

第 8回 １２月 梨 実践講座  梨の剪定と誘引 現地 

第 9回 １２月 柿・梨 実践講座  柿の剪定 

閉講式 

現地 

 ※梨部門、柿部門どちらか一方だけの受講も可能です。 

 
 

梨柿チャレンジ講座申込書 

住 所 
 

氏 名  

電 話 番 号  

部   門 

※希望部門に○を付けて下さい 
梨    柿    両方 

 


